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事故の経過 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7．遊漁船衝突事故の事例 

本章では、遊漁船衝突事故の事例をご紹介します。事故時の状況、事故の原因及び再発防止

策をご覧ください。 

1 遊漁船が帰航中、船首方に死角が生じた状態で航行し、漂泊中のプレジャーボートと衝突 

に変針した後、船首方の死角を補う
事故の概要：A 船（遊漁船、5.4 トン、1 人乗組み、釣り客６人）が南西進中、B 船（プレジャ

ーボート、5 トン未満、1 人乗組み）は漂泊中、15 時 30 分ごろ、両船が衝突した。 

死傷者はいなかった。 

B 船 A 船 

A 船の左舷船首部と B 船の左舷船尾部とが衝突 

A 船船首方の状況 
 

・船長Ａは、Ａ船の船首が波により上下に動揺した際、船首方の視界が妨げられることがあるの
を認識していた。 
・船長Ｂは、釣りの合間に時々周囲を見回し、右舷船尾方で釣りをしていた船を認めていたもの
の、釣りに集中していたので、その他の船の存在に気付いていなかった。 
 

原因：本事故は、Ａ船が南西進中、Ｂ船が船外機を停止して漂泊中、船長Ａが、波高約１.５m

の状況下において速力約17ノットで航行を続けたため、船首部が上下に動揺して船首方の視界

を妨げ、前路で漂泊中のＢ船に気付かず、また、船長Ｂが、釣りに集中していたため、左舷船尾

方から接近するＡ船に衝突直前まで気付くのが遅れ、両船が衝突したものと考えられる。 

再 発 防 止 に 向 け て （ 事 故 の 防 止 対 策 ）  

・船長は、船首が波の影響で上下に動揺して船首方の視界が妨げられる場合、前路に航行の支
障となる船舶がいないものと思い込まず、減速するなどして視界を確保すること。 
・船長は、常時船首方の視界を確保するため、視線を高くした姿勢を取る等すること。 
・船長は、漂泊中であっても常時適切な見張りを行い、接近する船舶を認めたときには、余裕
のある時期に注意喚起を行い、主機を始動して移動するなど、衝突を避けるための措置を採る
こと。 

本事例の調査報告書は当委員会ホームページで公表しています。(2021（令和3）年 9月 30日公表) 

https://www.mlit.go.jp/jtsb/ship/rep-acci/2021/MA2021-9-18_2021mj0003.pdf 
 

船長Ａは、風が強くなり、波が高くなってきた
ので、沿岸から約１～２海里（Ｍ）の沖を南西
進していたところ、右舷船首方約１Ｍに漂泊し
ている漁船を認めた。 

船長Ａは、右舷船首方の漁船からの距離をとろ
うとしたところ、左舷船首方の至近にＢ船を認
めた。 

船長Ｂは、船外機を停止して船首を南東方に向
け、漂泊して釣りを行っていた。 

船長Ｂは、後部甲板で右舷側を向いて座って釣
りをしていたところ、エンジン音を聞いて左舷
後方を振り向いたところ、左舷後方至近に接近
するＡ船を認めた。 


